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⑤　福岡導水施設地震対策（独立行政法人水資源機構実施事業）

【令和７年度の取組（水資源機構）】

○ ２号トンネル併設水路築造工事
○ 思案橋水管橋併設水路築造工事　等

（単位：千円）

【参考】総事業費及び事業工期の変更案

 社会情勢や現場条件の変化等に伴う総事業費及び事業工期の変更案について、
事業主体の(独)水資源機構と協議を行っている。

・(独)水資源機構は、令和７年中に事業実施計画の変更内容案を確定させ、
　当企業団を含む福岡導水施設の利水者へ意見照会を行う予定

・当企業団においては、事業実施計画の変更について、構成団体と協議・調整を
　行い、令和８年２月議会で報告の上、水資源機構へ回答予定　

△ 492,527  水資源機構負担金 1,426,929   1,919,456   

　福岡導水施設の耐震性を確保し、将来にわたり安定的に水道用水を供給するた
めに、事業主体である（独）水資源機構が地震対策を行うもので、当企業団はそ
の費用の一部を負担する。

事業計画 令和７年度 令和６年度 増減(△)

提供： (独) 水資源機構筑後川下流総合管理所福岡導水事業

現行 変更後

総事業費 約290億円 約520億円

約2億円 約3億円

福岡地区水道企業団分 約288億円 約517億円

　 国庫補助金【1/3】 約96億円 約172億円

構成団体出資金【1/3】 約96億円 約172億円

企業団自己資金【1/3】 約96億円 約172億円

15年
（H30～R14年度）

18年
（H30～R17年度）

佐賀東部水道企業団分

事業工期
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⑥ 地球温暖化対策の推進 

 

「地球温暖化対策実行計画」（令和５年 12 月策定）に基づき、気候変動の原因となる 

温室効果ガス排出量削減に取り組む。 

 

   【新規】 

ア 浸透圧発電の稼働                  

   イ 太陽光発電の導入                  

   ウ ディマンド・リスポンスの導入            

    エ 再生可能エネルギー由来電力等の導入         

   【継続】 

   オ 照明設備のＬＥＤ化（平成 25 年度～令和 12 年度）   

   カ 省エネ機器の導入 動力回収装置※ 等（～令和 12 年度） 

※ 動力回収装置：淡水製造時に排出される高圧濃縮海水の圧力エネルギーを回収 

 

 

 

 

【新規】ア 浸透圧発電の稼働             【予算：  － 千円】 

 

     地球温暖化対策の取組として、海水淡水化センターから排出される濃縮海水を活用し

て、発電を行う。令和７年春から試験運転を行ったうえで夏頃の運転開始を目指してい

る。 
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千円

建設改良費に充当する企業債

管路整備事業に対する国庫補助金
（生活基盤施設耐震化等交付金　補助率1/4）

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金

独立行政法人水資源機構への負担金等
に対する構成団体からの出資金

寺内ダム再生事業実施に伴う寺内ダム建設費負担金調整額

内 訳
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第３ 福岡地区水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等 

に関する条例の一部を改正する条例案【議案第３号】 

１ 条例改正の理由 

 水道法施行令等の一部改正に伴い、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要

件の変更等の所要の規定の整備を行う必要があるもの。 

２ 改正の内容 

布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件について、現行では水道に関す

る実務経験のみを対象としているところ、資格要件に下水道等（工業用水道、下

水道、道路又は河川）に関する実務経験を含める等の改正 並びに学歴及び学科

要件における「土木工学科（土木科）」以外の課程の追加等の改正を行うもの。 

３ 施行期日 

令和７年４月１日 

４ 新旧対照表 

  次頁のとおり 
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福岡地区水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例（平成25年条例第２号）

新旧対照表

【下線部分が改正部分】 

旧 新

（条例の目的） （条例の目的）

第１条 この条例は、水道法（昭和32年法律第 
177号。以下「法」という。）第31条において

準用する第12条及び第19条第３項    の規定

に基づき、技術上の監督業務を行わせなけれ

ばならない水道の布設工事及びその工事の施

行に関する技術上の監督業務を行う者（以下

「布設工事監督者」という。）に必要な資格

並びに水道技術管理者に必要な資格について

定めるものとする。

第１条 この条例は、水道法（昭和32年法律第 
177号。以下「法」という。）第31条において

準用する法第12条及び法第19条第３項の規定

に基づき、技術上の監督業務を行わせなけれ

ばならない水道の布設工事及びその工事の施

行に関する技術上の監督業務を行う者（以下

「布設工事監督者」という。）に必要な資格

並びに水道技術管理者に必要な資格について

定めるものとする。

（布設工事監督者の資格） （布設工事監督者の資格）

第３条 法第31条において準用する法第12条第

２項に規定する条例で定める資格は、次のと

おりとする。

第３条 法第31条において準用する法第12条第

２項に規定する条例で定める資格は、次のと

おりとする。

(1) 学校教育法（昭和22年法律第26号）によ

る大学（短期大学を除く。以下同じ。）の

土木工学科又はこれに相当する課程に

おいて衛生工学又は水道工学に関する学科

目を修めて卒業した後、２年以上水道

に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者

(1) 学校教育法（昭和22年法律第26号）によ

る大学（短期大学を除く。以下同じ。）に

おいて土木工学科又はこれに相当する課程

を修めて卒業した後、３年以上水道、

工業用水道、下水道、道路又は河川（以下

「水道等」という。）に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者（１年６月以

上水道に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者に限る。）

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又は

これに相当する課程において衛生工学及び

水道工学に関する学科目以外の学科目を修

めて卒業した後、３年以上水道  に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学において機械工学

科若しくは電気工学科又はこれに相当する

課程                              を修

めて卒業した後、４年以上水道等に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者

（２年以上水道に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者に限る。）

(3) 学校教育法による短期大学（同法による

専門職大学の前期課程を含む。）又は高等

(3) 学校教育法による短期大学（同法による

専門職大学の前期課程を含む。）又は高等
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専門学校                               
        において土木科又はこれに相当す

る課程を修めて卒業した後（同法による専 
門職大学の前期課程にあっては、修了した 
後                    ）、５年以上水道 
  に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者                               

                                       
     

専門学校（次号において「短期大学等」と

いう。）において土木科又はこれに相当す

る課程を修めて卒業した後（同法による専

門職大学の前期課程にあっては、修了した

後。次号において同じ。）、５年以上水道

等に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者（２年６月以上水道に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者に限

る。） 

 (4) 短期大学等において機械科若しくは電気

科又はこれらに相当する課程を修めて卒業

した後、６年以上水道等に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者（３年以上

水道に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者に限る。） 

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育

学校                                   
において土木科又はこれに相当する課程を

修めて卒業した後、７年以上水道  に関す 
 る技術上の実務に従事した経験を有する者 

                                       
                                    

(5) 学校教育法による高等学校又は中等教育

学校（次号において「高等学校等」という。）

において土木科又はこれに相当する課程を

修めて卒業した後、７年以上水道等に関す

る技術上の実務に従事した経験を有する者

（３年６月以上水道に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者に限る。） 

 (6) 高等学校等において機械科若しくは電気

科又はこれらに相当する課程を修めて卒業

した後、８年以上水道等に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者（４年以上

水道に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者に限る。） 

(5) 10年以上水道  の工事に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者           

                                       
                         

(7) 10年以上水道等の工事に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者（５年以上

水道の工事に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者に限る。） 
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(6) 第１号又は第２号の卒業者であって、学

校教育法に基づく大学院研究科において１

年以上衛生工学若しくは水道工学に関する

課程を専攻した後、又は大学の専攻科にお

いて衛生工学若しくは水道工学に関する専

攻を修了した後、第１号の卒業者にあって

は１年以上、第２号の卒業者にあっては２

年以上水道  に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者

(8) 第１号又は第２号の卒業者であって、学

校教育法に基づく大学院研究科において１

年以上衛生工学若しくは水道工学に関する

課程を専攻した後、又は大学の専攻科にお

いて衛生工学若しくは水道工学に関する専

攻を修了した後、第１号の卒業者にあって

は２年以上、第２号の卒業者にあっては３

年以上水道等に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者（第１号の卒業者にあ

っては１年以上、第２号の卒業者にあって

は１年６月以上水道に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者に限る。）

(7) 外国の学校において、第１号若しくは第

２号に規定する課程及び学科目又は第３号

若しくは第４号に規定する課程に相当する

課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規

定する学校において修得する程度と同等以

上に修得した後、それぞれ当該各号に規定

する最低経験年数以上水道  に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者

(9) 外国の学校において、第１号から第６号

まで

に規定する課程に相当する

課程          を、それぞれ当該各号に規

定する学校において修得する程度と同等以

上に修得した後、それぞれ当該各号に規定

する最低経験年数以上水道等に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者（それ

ぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験

年数の２分の１以上水道に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者に限る。）

(8) 技術士法（昭和58年法律第25号）第４

条第１項の規定による第２次試験のうち上

下水道部門に合格した者（選択科目として

上水道及び工業用水道を選択したものに限

る。）であって、１年以上水道  に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 技術士法（昭和58年法律第25号）第４

条第１項の規定による第２次試験のうち上

下水道部門に合格した者（選択科目として

上水道及び工業用水道を選択したものに限

る。）であって、１年以上水道等に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者

（６月以上水道に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者に限る。）

(11) 建設業法施行令（昭和31年政令第273
号）第34条第１項及び第２項の規定による

土木施工管理に係る１級の技術検定に合格

した者であって、３年以上水道等に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者

（１年６月以上水道に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者に限る。）
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（水道技術管理者の資格） （水道技術管理者の資格）

第４条 法第31条において準用する法第19条第

３項に規定する条例で定める資格は、次のと

おりとする。

第４条 法第31条において準用する法第19条第

３項に規定する条例で定める資格は、次のと

おりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資

格を有する者

(1) 前条第１号、第３号又は第５号に規定す

る学校において土木工学科若しくは土木科

又はこれらに相当する課程を修めて卒業し

た後（学校教育法による専門職大学の前期

課程にあっては、修了した後）、同条第１

号に規定する学校を卒業した者については

３年以上、同条第３号に規定する学校を卒

業した者（同法による専門職大学の前期課

程にあっては、修了した者）については５

年以上、同条第５号に規定する学校を卒業

した者については７年以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 前条第１号、第３号及び第４号に規定す

る学校において土木工学以外の工学、理学、

農学、医学若しくは薬学に関する学科目又は

これらに相当する学科目

  を修

めて卒業した後（学校教育法による専門職

大学の前期課程にあっては、修了した後）、

同条第１号に規定する学校を卒業した者に

ついては４年以上、同条第３号に規定する

学校を卒業した者（同法による専門職大学

の前期課程にあっては、修了した者）につ

いては６年以上、同条第４号に規定する学

校を卒業した者については８年以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験を有す

る者

(2) 前条第１号、第３号又は第５号に規定す

る学校において              工学、理学、

農学、医学若しくは薬学の課程又はこれら

に相当する課程（土木工学科及び土木科並

びにこれらに相当する課程を除く。）を修

めて卒業した後（学校教育法による専門職

大学の前期課程にあっては、修了した後）、

同条第１号に規定する学校を卒業した者に

ついては４年以上、同条第３号に規定する

学校を卒業した者（同法による専門職大学

の前期課程にあっては、修了した者）につ

いては６年以上、同条第５号に規定する学

校を卒業した者については８年以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験を有す

る者

(3) （略） (3) （略）
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(4) 前条第１号、第３号及び第４号に規定す

る学校において、工学、理学、農学、医学

及び薬学に関する学科目並びにこれらに相

当する学科目以外の学科目を修めて卒業し

た（当該学科目を修めて学校教育法に基づ

く専門職大学の前期課程（以下この号にお

いて「専門職大学前期課程」という。）を

修了した場合を含む。）後、同条第１号に

規定する学校の卒業者については５年以

上、同条第３号に規定する学校の卒業者（専

門職大学前期課程の修了者を含む。次号に

おいて同じ。）については７年以上、同条

第４号に規定する学校の卒業者については

９年以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者

(4) 前条第１号、第３号又は第５号に規定す

る学校において、工学、理学、農学、医学

及び薬学に関する課程  並びにこれらに相

当する課程  以外の課程  を修めて卒業し

た（当該課程  を修めて学校教育法に基づ

く専門職大学の前期課程（以下この号にお

いて「専門職大学前期課程」という。）を

修了した場合を含む。）後、同条第１号に

規定する学校の卒業者については５年以

上、同条第３号に規定する学校の卒業者（専

門職大学前期課程の修了者を含む。次号に

おいて同じ。）については７年以上、同条

第５号に規定する学校の卒業者については

９年以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者

(5) 外国の学校において、              第
２号に規定する学科目又は前号に規定する

学科目に相当する学科目を、それぞれ当該

各号に規定する学校において修得する程度

と同等以上に修得した後、それぞれ当該各

号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以

上水道に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者

(5) 外国の学校において、第１号若しくは第

２号に規定する課程  又は前号に規定する

課程  に相当する課程  を、それぞれ当該

各号に規定する学校において修得する程度

と同等以上に修得した後、それぞれ当該各

号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以

上水道に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者

(6) （略） (6) （略）

(7) 技術士法第４条第１項の規定による第２

次試験のうち上下水道部門に合格した者

（選択科目として上水道及び工業用水道を

選択したものに限る。）であって、１年以

上水道に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者

(8) 建設業法施行令第34条第１項及び第２項

の規定による土木施工管理に係る１級の技

術検定に合格した者であって、３年以上水

道等に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者
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第４ 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に 

関する条例案【議案第４号】 

１ 条例改正の理由 

  刑法等の一部を改正する法律の施行により、懲役及び禁錮刑が新たな自由刑 （拘

禁刑）として単一化されたことに伴い、関係条例の規定の整備を行うもの。 

２ 改正の内容 

福岡地区水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例、福岡地区水道企業団企

業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び福岡地区水道企業団企業長等退職

手当支給条例中、「懲役」又は「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

３ 施行期日 

令和７年６月１日 

４ 条例案及び新旧対照表 

  次頁のとおり 
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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例案 

（福岡地区水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正） 

第１条 福岡地区水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年福企条例第４号）

の一部を次のように改正する。 

第 52 条から第 54条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第２条 福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和 48年福企条

例第９号）の一部を次のように改正する。 

第 16 条第３項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

（福岡地区水道企業団企業長等退職手当支給条例の一部改正） 

第３条 福岡地区水道企業団企業長等退職手当支給条例（昭和 52年福企条例第４号）の一部

を次のように改正する。 

第６条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

附 則 

１ この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

 （罰則の適用等に関する経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によること

とされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例による

こととされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正す

る法律（令和４年法律第67号）第２条の規定による改正前の刑法（明治40年法律第45号。

以下この項において「旧刑法」という。）第12条に規定する懲役（以下「懲役」という。）

（有期のものに限る。以下この項において同じ。）、旧刑法第13条に規定する禁錮（以下「禁

錮」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又は旧刑法第16条に規定す

る拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞ

れその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする

拘留とする。 

（人の資格に関する経過措置） 

４ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることと

され、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によるこ

ととされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は

無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処

せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 
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【第１条関係】 

福岡地区水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年福企条例第４号）新旧対

照表 

【下線部分が改正部分】 

現行 改正後（案） 

第１条～第51条 （略） 第１条～第51条 （略） 

第52条 職員若しくは職員であった者、第９

条第２項若しくは第15条第５項の委託を

受けた業務に従事している者若しくは従

事していた者又は議会において個人情報、

仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取

扱いに従事している派遣労働者若しくは

従事していた派遣労働者が、正当な理由が

ないのに、個人の秘密に属する事項が記録

された第２条第５項第１号に係る個人情

報ファイル(その全部又は一部を複製し、

又は加工したものを含む。)を提供したと

きは、２年以下の懲役 又は100万円以下

の罰金に処する。 

第52条 職員若しくは職員であった者、第９

条第２項若しくは第15条第５項の委託を

受けた業務に従事している者若しくは従

事していた者又は議会において個人情報、

仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取

扱いに従事している派遣労働者若しくは

従事していた派遣労働者が、正当な理由が

ないのに、個人の秘密に属する事項が記録

された第２条第５項第１号に係る個人情

報ファイル(その全部又は一部を複製し、

又は加工したものを含む。)を提供したと

きは、２年以下の拘禁刑又は100万円以下

の罰金に処する。 

第53条 前条に規定する者が、その業務に関

して知り得た保有個人情報を自己若しく

は第三者の不正な利益を図る目的で提供

し、又は盗用したときは、１年以下の懲役

 又は50万円以下の罰金に処する。 

第53条 前条に規定する者が、その業務に関

して知り得た保有個人情報を自己若しく

は第三者の不正な利益を図る目的で提供

し、又は盗用したときは、１年以下の拘禁

刑又は50万円以下の罰金に処する。 

第54条 職員がその職権を濫用して、専らそ

の職務の用以外の用に供する目的で個人

の秘密に属する事項が記録された文書、図

画又は電磁的記録を収集したときは、１年

以下の懲役 又は50万円以下の罰金に処

する。 

第54条 職員がその職権を濫用して、専らそ

の職務の用以外の用に供する目的で個人

の秘密に属する事項が記録された文書、図

画又は電磁的記録を収集したときは、１年

以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処

する。 

（以下略） （以下略） 
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【第２条関係】 

福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和48年福企条例第９号）

新旧対照表 

【下線部分が改正部分】 

現行 改正後（案） 

第１条～第15条 （略） 第１条～第16条 （略） 

（退職手当） （退職手当） 

第16条 職員が、勤続1年以上で退職した場

合、又は勤続1年未満で次に掲げる事由に

より退職した場合は、退職手当を支給す

る。ただし、職員が引き続いて職員以外の

地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭

和28年法律第182号)第2条に規定する者

(以下「職員以外の地方公務員等」という。)

となった場合において、その者の職員とし

ての勤続期間が、職員以外の地方公務員等

に対する退職手当に関する規定により、職

員以外の地方公務員等としての勤続期間

に通算されることとなるときには、支給し

ない。 

第16条 職員が、勤続1年以上で退職した場

合、又は勤続1年未満で次に掲げる事由に

より退職した場合は、退職手当を支給す

る。ただし、職員が引き続いて職員以外の

地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭

和28年法律第182号)第2条に規定する者

(以下「職員以外の地方公務員等」という。)

となった場合において、その者の職員とし

ての勤続期間が、職員以外の地方公務員等

に対する退職手当に関する規定により、職

員以外の地方公務員等としての勤続期間

に通算されることとなるときには、支給し

ない。 

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 在職期間中に地公法第 29条の規定によ

る懲戒免職の処分を受けるべき行為をし

たと認められる者若しくは地方公営企業

等の労働関係に関する法律第 11条の規定

に該当し退職させられたであろうと認め

られる者又は在職期間中の行為に係る刑

事事件に関し禁錮 以上の刑に処せられ

た者に係る退職手当の全部又は一部につ

いては、支払われる前にあっては支給を

制限し、支払われた後にあっては返納さ

せ、又はこれに相当するものを納付させ

ることができる 

３ 在職期間中に地公法第 29条の規定によ

る懲戒免職の処分を受けるべき行為をし

たと認められる者若しくは地方公営企業

等の労働関係に関する法律第 11条の規定

に該当し退職させられたであろうと認め

られる者又は在職期間中の行為に係る刑

事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられ

た者に係る退職手当の全部又は一部につ

いては、支払われる前にあっては支給を

制限し、支払われた後にあっては返納さ

せ、又はこれに相当するものを納付させ

ることができる 

４～５ （略） ４～５ （略） 

（以下略） （以下略） 
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【第３条関係】 

福岡地区水道企業団企業長等退職手当支給条例（昭和52年福企条例第４号）新旧対照表 

【下線部分が改正部分】 

現行 改正後（案） 

第１条～第５条 （略） 第１条～第５条 （略） 

(退職手当の支給制限等) (退職手当の支給制限等) 

第６条 在職期間中に懲戒免職の処分を受

けるべき行為をしたと認められる者又は

在職期間中の行為に係る刑事事件に関し

禁錮 以上の刑に処せられた者に係る退

職手当の全部又は一部については、支払わ

れる前にあっては支給を制限し、支払われ

た後にあっては返納させ、又はこれに相当

するものを納付させることができる。 

第６条 在職期間中に懲戒免職の処分を受

けるべき行為をしたと認められる者又は

在職期間中の行為に係る刑事事件に関し

拘禁刑以上の刑に処せられた者に係る退

職手当の全部又は一部については、支払わ

れる前にあっては支給を制限し、支払われ

た後にあっては返納させ、又はこれに相当

するものを納付させることができる。 

（以下略） （以下略） 
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